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アメリカ合衆国ニュージャージー州における学校財政制度改革

The School Finance Reform in New Jersey of United State of America

竺沙知章*
Tomoaki CHIKUSA

The purpose of this paper is to review school丘nance reform in New Jersey and to consider the relation between school

丘nance system and educational outcome.

In the Abbott cases, by three times (1990, 1994, 1997) New Jersey Supreme Court ruled that the school丘nance system in

New Jersey was unconstitutional as applied to poor urban districts because the education delivered to these students was

neither thorough nor efficient.

In the response to those decisions, the State had reformed the school finance system a few times. The Comprehensive

Educational Improvement and Financing was enacted to change the formula to calculate the foundation amount. It is the

amount that the State considers is necessary to achieve the Core Curriculum Content Standards. The Core Curriculum

Content Standards were set in 1996. uley describe what all students should know and be able to do upon completion of

thirteen-year public education. And to enable students in the Urban School Districts to achieve the Core Curriculum Content

Standards, Whole School Reform was established in 1998.

The school finance system in New Jersey is important to consider the link between school finance systems and the

educational outcome. But it is not perfectly clear to identify the adequate expenditure even in the system in NewJersey.
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1.はじめに

アメリカ合衆国における学校財政制度に関しては、

1990年代以降、 「適切性(adequacy)」の観点からの制度

改革が多くの州において展開されている。 「適切性」は、

さまざまに定義されてきているが、高い水準の教育成果

を達成するために必要な十分な資源を求める考え方であ

るI。それは学校財政制度を教育成果との関係で捉える

視点を提供するものである。その意味で非常に注目され

る概念である。

ニュージャージー州では、 1990年に「適切性」の観点

から学校財政制度を違憲としたアポット判決が出されて

以降、 1990年代に幾度かの学校財政制度改革が行われて

きている。そこでは、特に財政的に厳しい大都市の地方

学区に焦点が当てられ、大都市地方学区と豊かな地方学

区との間の格差を解消することが目指されている。その

改革は、単に大都市地方学区に対する補助金を増額する

だけではなく、カリキュラム基準を明確にし、その実現

を目指す学校改革も連動させてすすめられており、そこ

には教育成果向上策と学校財政制度改革との関連を見る

ことができる。

本小論は、ニュージャージー州における学校財政制度

改革に注目し、その改革の中で教育成果の向上策がいか

に位置付けられているのかを明らかにすることにより、

学校財政制度と教育成果との関連を考察しようとするも

のである。

2.アポット判決(Abbottv. Burkeと「賃の高い教

育法(Quality Education Act of 1990)」

(1)アポットⅡ判決2

1990年のアポットⅡ判決3は、貧しい大都市学区の状

態に対して違憲という判断を下した点で注目すべき判決

である。問題となる対象を明確にすることにより、その

克服を具体的に指示するものであった。判決で問題とさ

れたのは、大都市地方学区における学校の条件が、裕福

な地方学区と比べて著しく劣悪な状況にある点である。

判決は、当時のニュージャージー州の学校財政制度では、

地方学区が貧しければ貧しいほど、そのニーズは大きく

なり、利用できる資金は少なくなり、そして教育の状況

は悪くなっていると指摘している。しかもそれは裕福な

地方学区と貧しい地方学区との間の公正を求めるだけで

はなく、貧しい地方学区の子どもがより多くのプログラ

ムやサービスを必要としていることを強調している点が

重要である。つまり財政的な不平等というよりも、実際

に子どもたちが享受している教育のあり方、すなわちす

べての生徒が市民や労働市場での競争者になるために必

要としている教育を提供しているかどうかを問題にして
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いる点が重要なのである。判決の中で、裕福な地方学区

に比べて、貧しい大都市学区では、貧しい科目の開設、

荒廃した施設、生徒のニーズの大きさ、中退率の高さ、

教育支出の低さ、ハイスクールでの成績の低下が見られ

るということを指摘し、その改善を求めた。

判決は議会に対して具体的に新しい財政制度の構築を

求めた。その基準として次の5点を示した。すなわち第1

に、通常の教育プログラムに対する資金を貧しい大都市

の地方学区と裕福な地方学区との間で等しくすること。

もし州が裕福な地方学区に対して資金の増大を認めるな

らば、貧しい大都市の地方学区の資金もそれに応じて増

大させなければならない。第2に、大都市の地方学区に

対して、その不利な状況を克服するために特別な教育ニ

ーズに取り組むための特別な資金を提供すること。その

資金援助は通常の教育プログラムにおける不平等を克服

するために必要な資金に加えて提供されなければならな

い。第3に、貧しい大都市の地方学区に対する資金は毎

年確実なものとし、地方教育委員会の予算や税の決定に

左右されないことを保証すること。第4に、最低補助金

(minimum aid)を廃止すること。第5に、 1991-92年度に

新しい財政方式をスタートさせること、という5点である。

以上のように、 1990年のアポット判決は、教育費支出

や税負担にとどまらず、貧しい大都市地方学区において

提供されている教育のあり方にまで踏み込んで、その違

憲性を判断している。ここに「適切性」を求める学校財

政制度訴訟の第3の波の特徴がある4。ニュージャージー

州では、この判決の命令に従って同年に学校財政制度を

改革する「質の高い教育法(Quality Education Act of

1990)」 (以下、 QEA)が制定されることになった。

(2) QEAによる学校財政制度改革

QEAは、アポット判決が下された1990年に制定された

が、その翌年には一部修正されている。その修正は、反

税運動により、州補助金の規模を縮小し、地方の財産税

への救済を増大させようとするものであった。いずれに

しても、 QEAによりニュージャージー州における学校財

政制度は大きく転換することになった5。

まず第1に、 QEAにより州補助金の方式が、税基盤保

障補助金(guaranteed tax base programs)から標準教育

費補助金(foundation programs)に転換された。この転

換は、州が保障すべき費用を明確にするという意味があ

る。標準教育費は、初等学校の生徒に対して質の高い教

育を提供するのに必要な金額として州が決定するもので

あり、 1992-93年において6,742ドルであった。その他、

6-8学年のミドルスクールで7,416ドル、 9-12学年のハイ

スクール及びカウンティ職業学校で8,967ドルと設定さ

れていた。これらの標準教育費と地方学区の収入との差

額が州補助金となる。地方学区の収入は、従来からの財

産税に加えて、所得税の収入が新たに組み込まれること

になった。これは中所得階層の住民の個人所得が1980年

代における財産価値の上昇に追いつかないという懸念に

応えたものであったO

さらにQEAにおいて最も注目されるのが、 「特別ニー

ズ」の地方学区が定義され、それらの地方学区に対して

は標準教育費が5%増額された点である。 「特別ニ-ズ」

地方学区は、 (1)教育庁によって「大都市地方学区」と

分類され、社会経済水準カテゴリ-の最下層及び準最下

層に属する地方学区、 (2)生徒の15%が要保讃子ども家

庭補助金仏id to Families with Dependent Children)の受

給資格者であり、そうした生徒が少なくとも1,000人が

在籍している地方学区、この2つの基準のうち1つを満た

している地方学区をいう1993-94年度で580地方学区の

中で、 30が「特別ニーズ」地方学区に指定された。これ

らの地方学区は、アポット判決において違憲状態と判断

されたところであり、 QEAはそうした違憲状態を、特別

な援助体制を構築することで克服しようとしたものであ

5TC*

第2に、特に裕福な地方学区における教育費支出の全

体的な増大を統制し、地方の財産税の増大を制限するた

めに、 QEAは地方学区の予算の増大に上限を設定した。

「特別ニーズ」ではない普通の地方学区では、 1992-93年

度で5.6%と6.75%の間に予算の増大が制限された。 「特

別ニーズ」地方学区に対しては、 「公正支出制限(equity

spendingcap)」といわれる特別の制限が設けられた。こ

れは、 「特別ニーズ」地方学区と裕福な地方学区との間

の支出の均等をもたらすことを意図したものであり、上

限は、 1992-93年度で6%と22%の間に設定された。これ

は、 「特別ニーズ」地方学区に対して、標準教育費が5%

増で設定されるなど、他の地方学区よりも多くの州補助

金が交付されており、上限を他の地方学区よりも大幅に

緩やかに設定することで、大都市地方学区の厳しい状況

の改善を進めていると捉えられる。

第3に、アポット判決が最低補助金を達意であると判

断したことを受け、 QEAでは最低補助金は廃止されるこ

とになった。最低補助金は、裕福な地方学区も含めてす

べての地方学区に対して最低限の補助金を交付するもの

であったため、均等化を阻むものであった。ただしQEA

では即座の廃止ではなく、段階的に廃止されることとな

5MI

第4に、ニュ-ジャージー州では、障害児教育、バイ

リンガル教育、職業教育、 「危機に立つ(atrisk)」生徒

に対する教育サービスを提供するために、地方学区の財

産にかかわらず交付される特定補助金が交付されてき

た。アポット判決では州最高裁は、こうしたアプローチ

を教育に対する考慮に基づき支持をした。したがって特

定補助金は基本的には存続されることになったが、 QEA

m
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では「危機に立つ」生徒を対象とした補償教育補助金に

変更がなされた。補助対象となる生徒は、連邦のフリー

ランチ、フリーミルクプログラムの受給資格者となる.

この補助金は、 「危機に立つ」生徒すなわち貧困な家庭

で教育を受ける上で厳しい環境にある生徒に対して、そ

うした生徒を多く抱える地方学区に対して余分の資金を

提供することにより、学業の成功のための機会を改善す

ることを目的とするものであるQEAは、補助対象の生

徒をより明確にし、貧しい家庭の子どもに対してより多

くの補助金が提供されるように補償教育補助金を改革し

たものである。

3) QEAの問題点とアポットⅢ判決

QEAは、アポット判決を受けて、違憲状態と判断され

た大都市地方学区の学校財政の状況を改善し、裕福な地

方学区との格差を解消することであった。しかしながら、

QEA実施初年度においては、格差が解消されるどころか、

むしろ拡大する結果となった。 30の「特別ニーズ」地方

学区のうち、 22の地方学区で最も裕福な地方学区との間

の支出格差が拡大したQEAの均等化の意図は十分に果

たされなかったことになるが、その要因として4点が指

摘されている6。

第1には、 「特別ニーズ」地方学区に対する州補助金額

が不十分であった点である。第2には、予算の上限設定

と州補助金との関連を欠いていた点である。すなわち、

「特別ニーズ」地方学区には、特別な「公正支出制限」

により、他の学区よりも予算増大の上限がかなり高く設

定された。それは上限というよりも、最も裕福な地方学

区の状態に追いつくために必要とされる予算額という意

味をもつものであった。しかしながら、 「特別ニーズ」

地方学区では、州補助金を受け取るだけではその上限に

到達することができないところが7つも存在することに

なった。その上限に到達するためには、地方の税収を引

き上げることが必要となるが、それはその地方に税負担

をより重くすることになる。 「特別ニーズ」地方学区の

税負担は、州平均よりも重くなっており、さらなる負担

を求めることになるQEAにおいて、予算上限設定と補

助金額との算定との関連が考慮されていなかったことの

表われである.第3に、 「特別ニ-ズ」地方学区に対する

標準教育費の設定において、特別の措置が5%の増額と

なっていることが、格差是正のためには不十分であった

点である。さらなる増額が必要とされた。第4に、州補

助金全体の増大に制限が設けられていた点である。これ

らの4つの要因は互いに関連したものであり、 「特別ニー

ズ」地方学区に対する補助金を不十分なものにしていた

と捉えられる。

1994年に州最高裁は、大都市地方学区と郊外の地方学

区との支出格差を解消することに失敗しているとして、

QEAを憲法違反という判断を下した。再び違憲判決が下

されることになった。そこでは、 「特別ニーズ」地方学区

と認定された大都市の地方学区に対して十分に資金を保

障することに失敗し、その生徒の特別なニーズを無視し

たと捉えられており、州は「特別ニーズ」地方学区に対

して必要なレベルの資金を保障すべきというアポットIl

判決の命令に反していると見なされた。アポットⅢ判決

は、実質的な平等を保障し、大都市の生徒の特別な教育

ニーズに対応した新しい補助金方式を、 2年の間に採用

するように州に命じた。州は再び学校財政制度改革を行

うことを余儀なくされることになった7。

3.社台教育改善財政法(Comprehensive Educational

Improvement and Financing Act of 1996)

( 1 )総合教育改善法の概要

①標準教育費の算定

アポットⅢ判決を受けて制定されたのが、 1996年の総

合教育改善財政法(Comprehensive Educational

Improvement and Financing Act of 1996、以下CEIFA)で

ある。それは全米で初めて、教育内容の基準と学校財政

制度とを結びつけた制度であると言われており8、その

意味で大変注目される法律である。

州最高裁は、州憲法の教育条項、すなわち「州議会は、

州内の5歳から18歳のすべての子どもたちの教育のため

に無償の公立学校のゆきとどいた、効率的な制度

(thorough and efficient system)の整備と支援を提供す

るものとする」 (Article! SectionIVに基づいて、学校

財政制度を違憲と判断していることから、この憲法規

定にかなった制度改革が求められた。その中でも、 「ゆ

きとどいた、効率的な制度」という要件をいかにして満

たしていくかが課題となってきた。

CEIFAは、ニュージャージー州教育庁のレポート「教

育改善と財政のための総合計画(Comprehensive Plan

for Educational Improvement and Financing) 」に基づく

ものであった90そのレポートにおいて、現行の学校予

算は効果的、効率的教育プログラムの費用よりもむしろ、

公立学校支出の実践の現状を反映しているとして、州の

教育支援を、教育目標を達成するために必要となる費用

に関連づけることが主張された。そして憲法規定にある

「ゆきとどいた」教育は、教育成果の基準によって定義さ

れている。州教育委員会は、 1996年に教育成果の基準と

してコアカリキュラム基準(Core Curriculum Content

Standards)を決定した。この基準と学校財政制度を関

連付けようとしたのが、 CEIFAであった。また「効率的

な」教育は、州のカリキュラム基準を達成するのに十分

だと考えられるようなインプットの基準、すなわちクラ

スサイズ、生徒1人当たりの教員数、教室で提供される

サービスや教材の種類や量などによって定義されている

13
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10。こうした基準によって各地方学区の教育費を決定し

ようとしている点にCEIFAの特徴がある。

CEIFAは、州の補助金制度の方式についてはQEAと同

様に標準教育費補助金方式を継続して採用した。改革さ

れたのは、標準教育費の算定のあり方である。この標準

教育費補助金プログラムは、コアカリキュラム基準補助

金(core curriculum standards aid)と呼ばれており、後t

述するコアカリキュラム基準の達成に必要な教育費とし

て標準教育費が算定されることになった。各地方学区の

標準教育費は、各地方学区の在籍者数と州が質の高い教

育を提供するのに必要だと考える資金額(これをT&E

amountという。憲法で規定されているthorough and

e伍cientの頭文字である。)とによって決定される。標準

教育費は、まず初等学校を基にT&E amountが計算され、

その費用に対して、幼稚園には0.5、ミドルスクールに

は1.12、ハイスクールには1.20という加重係数(weight

factor)かけることによりそれぞれ計算される。またこ

のT&E amountはすべての地方学区に画一的に適用され

るわけではなく、 T&Erangeが設定され、費用に一定の

幅がもたされている(N.J.P.S. 18A:7F-12)。地方学区に

より、ゆきとどいた、効率的な教育を提供するのに必要

となる費用が異なるものと捉えられている点が注目され

る。

1997-98年度において、初等学校のT&E amountは

6,720ドルに設定され、そして各地方学区によって増減

できる額は336ドルに設定された。したがって初等学校

のT&E range、 6,384ドルから7,050ドルに設定されるこ

とになった(N.J.P.S. 18A:7F-12)(こうした費用の算定

は毎年調節され、また見直しがなされることが規定され

ている。すなわち毎年、 T&Eamountは物価指数

(Consumer Price Index)によって修正され、また2年に

1度このT&E amountを更新することを規定した。そのた

めに、州知事が、州教育長と協議の後、州議会に対して

「ゆきとどいた、効率的な」教育を提供する費用に関す

るレポート(Report on the Cost of Providing aThrough

and Efficient Education)」を提出することが規定されて

いる(N.J.S. 18A:7F-4.c.)(州教育長らの2002年のレポー

トでは、 2004年度に根本的改革を目指している関係で、

2003-04年では物価指数の調整にとどめることを勧告し

ていた。具体的には、初等学校のT&E amountを8,313ド

ル、増減可能額を831ドル、 T&E rangeを7,897ドルから

8,728ドルに設定することが勧告されていたu。 1997-98

年度と比べるとかなりの引き上げがなされてきたことが

わかる。

州補助金額は、このT&E amountと在籍生徒数とによっ

て計算された各地方学区の標準教育費から、各地方学区

の税収入を差し引いた額となる(NJ.S. 18A:7F-15)t地

方学区の収入は、 QEAと同様に財産税に加えて、所得税

もその財源となっていた。財産税と所得税とは同じ比重

で課税される(N.J.S. 18A:7F-14)c

以上のように、従来の標準教育費では、地方学区間の

教育費の格差を是正することを目的として、あるいは最

低限の教育の保障のために、その金額が設定されてきた

が、ニュ-ジャージー州のCEIFAではコアカリキュラム

基準という教育内容の基準や目標を達成することを目指

し、ゆきとどいた、効率的な教育を提供するために必要

な金額として設定されており、教育のあり方、目標とす

る教育の成果を基にした費用の計算がなされていること

に重要な特徴がある。このことは、投入されるインプッ

トの資源を平等にするためだけではなく、まさに州憲法

が求めている教育のあり方を具体的に目標として提示

し、それに必要な費用を各地方学区の実状に応じて算定

することにより、 CEIFAは、貧しい大都市地方学区と裕

福な地方学区の格差をなくし、すべての子どもに質の高

い教育を提供すべきであるという裁判所の求める基準を

クリアしようとしたものと捉えられる。

②予算編成のプロセス

CEIFAではコアカリキュラム基準による標準教育費の

算定だけではなく、地方学区の予算編成のプロセスにお

いても、提供されるべき教育内容と学校財政との関連を

強める措置がなされた。すなわち教育長は、地方学区か

ら提出された予算を検討することになっており、地方学

区が「ゆきとどいた、効率的な」教育の基準をその予算の

中で適切に実施していると判断できない限り、その予算

を認可しないということが規定された(N.J.S.18A:7F-

6.a)c標準教育費の算定の基準ともなったコアカリキュ

ラム基準や効率的な教育として求められるインプットの

基準を満たしているかどうかがチェックされることにな

る。

また各大都市地方学区は、予算提出期限の7日前まで

に予算案を教育長に提出して、その検討を受けなければ

ならない。そこでは、クラスサイズの縮小、プログラム

幅の増大、資金の教室への配分における努力などが評価

される。もしコアカリキュラム基準を達成する教育機会

を生徒に提供するのに資金が適切に配分されていないと

判断されるならば、教育長は、予算の範囲内で資金の再

配分を命じることが規定されている(N.J.S.18A:7F-6.c)c

これらは州が直接に地方学区の予算編成に関与すること

を認めたものであり、州の学校予算に関わる権限を弟化

することにより、教育成果向上の目標を達成しようとし

ていると言える。

(2)コアカリキュラム基準とアカウンタビリティ

①コアカリキュラム基準の概要

コアカリキュラム基準は、州憲法によって求められて
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いる「ゆきとどいた(thorough)」教育の意味を定義し

ようとする試みにおいて定められたものであり、すべて

の生徒が、 13年間の公教育を卒業する際に知っておくべ

き、そしてできるようになるべきことを示しているもの

である。ただしこれは、州全体のカリキュラムの指針で

はない。その基準は、期待される結果を示したものであ

り、その結果をどのように保障するかについての地方学

区の戦略を制限するものではない(Introduction)cした

がって、正確には目標と捉えるのが適切かもしれないが、

しかし単なる目標という意味だけではなく、それを実現

すべきカリキュラムの内容をも含んだものであるので、

基準として以下述べていきたい。

コアカリキュラム基準は、 7つの教科内容の領域とす

べての教科内容領域にかかわりをもつ教科横断的な労働

準備基準(cross-content workplace readiness)によって

構成されている。そしてそれぞれの領域ごとに具体的な

基準が示されている。

労働準備基準については、

1.すべての生徒が、キャリアプランニングと労働準備技

能を発展させる。

2すべての生徒が、テクノロジー、情報、その他のツー

ルを使いこなせる。

3.すべての生徒が、クリティカルシンキング、意思決定、

問題解決の技能を使いこなせる。

4.すべての生徒が、自己管理技能を証明する。

5.すべての生徒が、安全原則を適用する。

という5つが定められている。

7つの教科領域は、視覚と舞台芸術(Visual and

Performing Ai托S) 、総合保健体育教育(Comprehensive

Health and Physical Education) 、国語技能科目/読み書

き(Language A代S/Literacy) 、数学(Mathematics)、科

学(Science)、社会科(Social Studies)、国際語(World

Languages)である。この7つの領域ごとに、具体的な基

準が示されている。視覚と舞台芸術の領域で6境目、総

合保健体育教育の領域で6項目、国語技能科目/読み書

きの領域で5項目、数学の領域で5項目、科学の領域で

10項目、社会科の領域で9項目、国際語の領域で2項目と

なっている。

それぞれ1ずつ具体的な基準を示すと、以下のとおり

である。

視覚と舞台芸術の領域

「すべての生徒が、ダンス、音楽、映画、視覚芸術にお

ける美意識を増すような知識と技能を獲得する。」

総合保健体育教育の領域

「すべての生徒が、健康増進と病気予防の考え方、そし

て健康増進のための行為を学ぶ。」

国語技能/読み書きの領域

「すべての生徒が、独立した流暢な読み手となるために、

書き記された英語の音、文字、吉葉の知識を理解し、用

いるようになり、さまざまな教材やテキストを流暢にそ

して理解して読むようになる。」

数学の領域

「すべての生徒が、数の感覚を伸ばして、さまざまな方

法であらゆるタイプの数について標準的な演算や概算を

行うようになる。」

科学の領域

「すべての生徒が、有用な問いや仮説を設定すること、

実験を計画すること、系統的な観察を行うこと、データ

を解釈し、分析すること、結論を導き出すこと、結果を

伝えることに表される問題解決能力、意思決定能力、調

査能力を伸ばす。」

社会科の領域

「すべての生徒が民主的な市民としての義務とアメリカ

合衆国の立憲体制に参加する方法を学ぶ。」

国際語の領域

「すべての生徒が、英語以外の少なくとも1つの言語で、

基礎的な読み書き能力水準で意思疎通を図るようにな

る。」

以上のようなコアカリキュラム基準は、常に見直すこ

とが求められている。州教育委員会に対して、高い業績

を上げている学校や地方学区で提供されているカリキュ

ラムやプログラムを検討し、 5年ごとにコアカリキュラ

ム基準を見直し更新することが義務付けられている。

②アカウンタビリティのシステム

コアカリキュラム基準の設定とともに、実際にその基

準を満たしているのかどうかを評価し、その結果を問う

システムも整備された。

州全体でのテストが実施されている。それは、第4学

年で行われる初等学校能力評価(the Elementary School

pro丘ciency Assessment) 、第8学年能力評価(the Grade

Eight Proficiency Assessment) 、ハイスクール能力テス

ト(the High School Pro丘ciency Test)という3つのテス

トが実施されている。これらは、コアカリキュラム基準

の達成に向けて生徒が進歩しているかどうかを測定する

ために整備されたものである。テストは、コアカリキュ

ラム基準で示されている7つの教科領域と5つの労働準

備基準での成績を評価するものである。

そして上記のテストの結果、 「完全な成功(absolute

success)」あるいは「かなりの進歩(significant progress) 」

を達成した学校を1つ以上もつ地方学区に対して補助金

を提供する報奨プログラムが、 CEIFAには設けられてい

る。 「完全な成功」の学校とは、州が設定した基準を90%

以上の生徒が合格している学校を指し、 「かなりな進歩」

の学校とは、前年度と比較してかなりの改善率を示して

いる学校を指す12。さらにそうしたテストの結果、ある
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学区が、あるいは1つ以上の学校が、コアカリキュラム

基準を達成するのに失敗していると判断されるときはい

つでも、教育長は次のような措置をとることができるこ

とが規定されている。すなわち(1)カリキュラムやプロ

グラムの再編成を掲示すること、 (2)スタッフの再研修

や異動を指示すること、 (3)総合的な予算評価を行うこ

と、 (4)支出を見直すこと、 (5) T&E amountの最高額と

なるように支出を強制すること、 (6)将来の団体交渉の

合意条件を見直すこと、というものである

(NJ.S.18A:7F-6.b) c

このような評価システムを整備して、基準を達成でき

ているかどうかを常にチェックするとともに、その改善

を促す方策も実施されている。

(3)アポットⅣ判決とアポットⅤ判決13

これまで見てきたように、 CEIFAの制定により、ニュ

ージャージー州の学校財政制度は憲法の規定を実現する

ように改革がなされたと言える。この新たな制度に対し

ても州最高裁の判決(アポットⅣ判決)が1997年に出さ

れた。

アポットⅣ判決は、コアカリキュラム基準が、州憲法

によって求められている教育機会を定義し、実現しよう

とする議会当局や行政当局の最初の努力であり、憲法で

規定されている、 「ゆきとどいた、効率的な」教育の定

義として適切であると認めた。しかしその基準は、実際

の成績の到達度のレベルを保障するものにはなっていな

いことから、州最高裁は、 CEIFAは大都市地方学区に適

用される場合には不十分であるという判断を下した。そ

して州に対して貧しい大都市の地方学区と裕福な地方学

区との格差をなくし、さらに大都市地方学区の生徒のニ

ーズにこたえる特別なプログラムの充実や劣悪な施設の

環境を改善する措置をとるように命じた。

州最高裁は、その訴訟を高等裁判所に差し戻し、そし

て大都市地方学区の改善策を州教育長に研究し、レポー

トを用意するよう命ずる権限を高等裁判所に委任した。

その結果出された改善策が、総合学校改革(Whole

School Reform、以下WSR)であった。それは大都市地

方学区の学校をWSRのモデルにより改善し、それによっ

て裕福な地方学区と同じ水準の教育を生徒に保障し、州

憲法や最高裁判決の命令の基準を満たすことを意図した

ものであった。州最高裁は、大都市の学校を改善するこ

の州の計画を受け入れた。ここにようやく憲法に合致し

ていると認められた学校財政制度が成立することになっ

た。

4.アポットプラン一席合学校改革

アポットⅤ判決を通じて導入が進められた改善計画

は、アポットプランと呼ばれる。これはアポット地方学

区を含む「特別ニーズ」地方学区と認定された大都市の貧

しい地方学区における学校を、 WSRモデルを取り入れて

改善しようとする計画であるWSRとは、全米的に展開

されている学校改善プロジェクトにおいて研究によって

効果的であると証明されたプログラムや戦略をモデルに

して、学校全体を全面的に再編ける試みである14。

ニュージャ-ジー州でのWSRの試みでは、すべての学

校改革モデルやプログラムがコアカリキュラム基準と関

連して計画されるように求められている。すなわちコア

カリキュラム基準をすべての生徒が達成することを目標

として、学校改革モデルやプログラムが計画されなけれ

ばならないことを意味する。このような計画により、貧

しい大都市地方学区の学校を改善し、そこに通う生徒の

学業成績を向上させることが目指されている。

WSRを実施している学校には、まず州教育庁のスタッ

フによって学校検討改善チーム(School Review and

Improvement Team)が組織される。学校検討改善チー

ムの主な役割は、州最高裁の命令を実行するために、後

述する各学校に組織される学校運営チーム(School

ManagementTeam)や学校、学区の行政官、そして州

教育庁が認定した開発者や専門家とともに活動すること

である。またそれは学校と州教育庁との橋渡し役にもな

る(Urban Education Reform Regulation in the Abbott

Districts NJAC. 6A:24-1.3) <

さらにWSRを実施している大都市地方学区の学校は、

学校運営チ-ムを組織しなければならない。学校運営チ

ームは、学校のスタッフ、保護者、地域が学校レベルの

意思決定に参加することを保障し、生徒の成績改善のた

めに、協働、アカウンタビリティ、貢献の文化を醸成す

ることを目的としている(NJ.A.C.6A:24-2.1)tこの学校

運営チームの責任は、 WSRの実施計画を発展させること

に加えて、 (1)カリキュラム、教育、教育のシステムが、

コアカリキュラム基準と連携することを保障すること、

(2)プログラムやカリキュラムのニーズを判断し、生徒

の成績を改善し向上させるために、学校や学年レベルの

州テストの結果を検討すること、 (3)WSRのあらゆる側

面の実施においてスタッフを援助するための研修プログ

ラムが学校によって利用されることを保障することな

ど、コアカリキュラム基準の実現を進めるような教育プ

ログラムの実施にかかわる事項が7項目規定されているo

そのほか、予算の認可や校長や教職員の任命に対する勧

告などを行う責任を負っている(N.JAC. 6A:24-蝣2.2)c

以上のようにWSRは、各学校において、地方学区や州

の行政当局と連携し、保護者や地域の住民の参加を得な

がら、その意思決定を行い、プログラムを実施するため

の組織を充実させることにより、学校の再構築を試みる

プランである。こうした改革方策は、学校のあり方、そ

の運営のあり方を根本から見直すものであり、学校財政
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制度における州補助金の交付方式そのものの変更ではな

い。それは学校に配分される資金をより効率的に、効果

的に活用するための学校改革の方策である。コアカリキ

ュラム基準をWSRによって実現することを目指し、そし

てそれに必要な資金を提供するというシステムが構築さ

れている。ここに学校財政制度と教育成果を向上させる

方策との結びつきを見ることができる。

5.おわりに

学校財政制度において「適切性」の費用を決定する方

法については、経済学的モデルの活用、模範となる地方

学区からの費用の推定、資源費用モデル、効果的な総合

学校改革モデルの費用算定という4つのアプローチにつ

いて研究が積み重ねられてきている150ニュージャージ

ー州の方法は、効果的な総合学校改革モデルに基づくも

のであるOそのためニュ-ジャージー州の改革は注目さ

れている16。

モデルにもとづいてそれに必要とされる費用を計算す

る試みは、そのモデルが研究に基づき、実際に効果を上

げているものであれば、少なくとも説得力をもつ方法と

いえよう。しかしそれはあくまでモデルであり、すべて

の学校に対して一律に妥当性をもっとは考えにくい。学

校により条件が異なり、改革課題も異なっていることを

考えるならば、各学校ごとに個別に、それぞれの条件に

応じて教育プログラムの内容や改革の方針を検討してい

かなければならないであろう。ニュージャージー州での

学校財政制度改革の展開を概観する限り、その実践は学

校改革の試みとして進められていると捉えられる。学校

財政制度として新しい方式が導入されたわけではなく、

むしろ学校レベルでの運営において保護者や地域と連携

した新たな方式が導入されている。つまり学校の運営を

改善することで、学校においてより効果的、効率的教育

が展開されること目指し、それに対して必要な費用を提

供することにより、教育成果向上を目指した学校財政制

度の改革を進めようとしていると捉えられる。高い水準

の教育目標を達成するためには、まず学校のあり方を見

直さなければならないことは当然であろう。そうした新

たな学校に対する財政的支援のあり方とその見直しが、

現実にどれほど影響力をもつものなのか、意義をもつも

のなのか、そこに学校財政制度のあり方を検討する際の

課題がある。ニュージャージー州においてもその関係は

まだ十分に明らかにされているわけではない。

またこれまでみてきた一連の改革は、貧しい大都市地

方学区(約30地方学区)に改革の対象を限定して、それ

らの地方学区が最も裕福な地方学区と平等になることに

専念した改革であった。そのために最も貧しい地方学区

に属する大都市地方学区に対して多くの補助金が交付さ

れ、それによりかなり財政的条件は改善されることにな

った。しかしながら最も貧しいランクには属さないもの

の、平均よりはかなり貧しい地方学区も存在しており、

そうした地方学区は一連の制度改革の視野には入ってい

なかった。したがって、ニュージャージ-州全体として

みた場合、州憲法が求めている「ゆきとどいた、効率的

な」教育を州内のすべての子どもに提供したとは言いが

たい状況であるといえる。州全体における不平等を解消

し、高い水準の教育目標の達成を目指した「適切性」を

実現する学校財政制度改革の課題はまだ十分には進展し

ていない17。

このようにニュージャージー州の事例はきわめて限定

された範囲のものといわざるを得ないし、また教育成果

と学校財政制度との関係についても厳密な意味で解明さ

れたわけではない。それはCEIFAの実践が進められるに

つれて徐々に検討されることになろう。今後の展開が注

目される。

1 「適切性」概念については、竺沙知章「アメリカ合

衆国における1990年代州学校制度改革」 『兵庫教育大

学研究紀要』第21巻、 2001年2月、 1-10頁、及び、竺

沙知章「アメリカ合衆国学校財政制度における『公正』
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